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令和8年度　神林地域(南部地区)ごみ収集カレンダー

村上市神林支所市民生活室 電話 66-6112　エコパークむらかみ（村上市ごみ処理場）電話 60-2430ごみに関するお問い合わせ

◎詳しいごみの出し方は、「ごみの分け方・出し方」（分別
　冊子）をご覧ください。
◎ごみの野外焼却は、法律で罰せられます。絶対にやめましょう。　◎不法投棄は、法律や市の条例で罰せられます。絶対にやめましょう。

【南部地区】
松沢・小岩内・川部・湯ノ沢・葛籠山・平林・宿田・牛屋・福田・北新保・長松・赤松・塩谷
松喜和・潟端・高御堂・小口川・新飯田・岩船駅前

＝燃やすごみ【指定袋・処理券使用】

◆「燃やすごみ」「燃やさないごみ」は、必ず市のごみ指定袋又はごみ処理券を使用してください。
◆ごみは、決められたルールを守って午前8時までにごみステーションに出してください。
　収集時間は、道路状況やごみの量などにより異なりますので、ご了承ください。
◆スプレー缶等は、必ず使いきり中を空にして缶類の日に出してください。
◎エコパークむらかみ（ごみ処理場）へ直接持ち込むときの受付時間は、月～土曜日及び祝日の午前8時30分～午後4時です。
（持ち込みできるごみの種類、分別方法などの詳細は、「エコパークむらかみ」☎60-2430へお問い合わせください。）

注意事項
＝燃やさないごみ【指定袋・処理券使用】不燃

＝乾電池、蛍光灯、水銀体温計、ボタン電池有害

＝新聞・雑誌（チラシ・本類等）・紙パック新聞
雑誌

＝ダンボールダンボール

＝プラスチック製容器包装、発泡スチロール･トレイ
　（同日、別種類の収集がある場合は「プラ」表記）

◆小型家電、古着･古布の拠点回収にご協力ください。
〇小型家電回収ボックス（回収対象は､携帯電話､デジタルカメラ､ゲーム機、ＡCアダプターなどの家電製品全般のうち､30㎝×15㎝の投入口に入る大きさのもの｡電池は取り外してください。）

〇古着･古布回収ボックス（古着等は､中古衣料として国内外で再利用されるほか､工業用雑巾として再生利用されますので､必ず洗濯されたものを入れてください｡【透明･半透明の袋にいれ、口をしばっていれてください】）

（回収時間は各施設、各店舗の開館･開店時間に準じます）

・回収場所：市役所本庁、各支所、生涯学習推進センター、岩船地域コミュニティセンター、上海府地域コミュニティセンター、アコス、ウオロク（村上店、村上東店）、
　　　　　　村上プラザ、YZマート

＊回収できないもの：汚れがあるもの、カーペット、靴下、布団、履物、ペット用の服など　・回収場所：市役所本庁、各支所



2月 3月

10月 12月11月

1月
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土 日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

日　　月　　火　　水　　木　　金　　土 日　　月　　火　　水　　木　　金　　土日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

令和9年

日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

祝

祝 祝 振替

祝

祝

祝

祝

祝

8

15

22

1 32

7

654

109

14

131211

1716

21

201918

2423

28

272625

7

1 2 6543

14

98 13121110

21

1615 20191817

28

2322 27262524

29 30 31

4

11

18

25

321

31

65 10987

1312 17161514

2019 24232221

2726 302928

6

13

20

27

1

31

5432

87 1211109

1514 19181716

2221 26252423

2928 30

8

15

22

29

1

109 14131211

32 7654

1716 21201918

2423 28272625

30

31

3

10

17

24

21

54 9876

1211 16151413

1918 23222120

2625 30292827

缶類 びん類

ペット
ボトル

缶類 びん類

ダンボール

不燃

有害
プラ

新聞
雑誌

不燃

ペット
ボトル

ダンボール新聞
雑誌

新聞
雑誌

ペット
ボトル

びん類

不燃

ダンボール

缶類

新聞
雑誌

缶類 びん類

ペット
ボトル 不燃

ダンボール

有害

ダンボール

ペット
ボトル

びん類

不燃

缶類

新聞
雑誌

有害

不燃新聞
雑誌

缶類 びん類

ペット
ボトル

ダンボール

村上市神林支所市民生活室 電話 66-6112　エコパークむらかみ（村上市ごみ処理場）電話 60-2430ごみに関するお問い合わせ

令和8年度　神林地域(南部地区)ごみ収集カレンダー

◎詳しいごみの出し方は、「ごみの分け方・出し方」（分別冊子）をご覧ください。
◎ごみの野外焼却は、法律で罰せられます。絶対にやめましょう。　◎不法投棄は、法律や市の条例で罰せられます。絶対にやめましょう。

＝燃やすごみ【指定袋・処理券使用】

◆「燃やすごみ」「燃やさないごみ」は、必ず市のごみ指定袋又はごみ処理券を使用してください。
◆ごみは、決められたルールを守って午前8時までにごみステーションに出してください。
　収集時間は、道路状況やごみの量などにより異なりますので、ご了承ください。
◆スプレー缶等は、必ず使いきり中を空にして缶類の日に出してください。
◎エコパークむらかみ（ごみ処理場）へ直接持ち込むときの受付時間は、月～土曜日及び祝日の午前8時30分～午後4時です。
（持ち込みできるごみの種類、分別方法などの詳細は、「エコパークむらかみ」☎60-2430へお問い合わせください。）

注意事項
＝燃やさないごみ【指定袋・処理券使用】不燃

＝乾電池、蛍光灯、水銀体温計、ボタン電池有害

＝新聞・雑誌（チラシ・本類等）・紙パック新聞
雑誌

＝ダンボールダンボール

＝プラスチック製容器包装、発泡スチロール･トレイ
　（同日、別種類の収集がある場合は「プラ」表記）

【南部地区】
松沢・小岩内・川部・湯ノ沢・葛籠山・平林・宿田・牛屋・福田・北新保・長松・赤松・塩谷
松喜和・潟端・高御堂・小口川・新飯田・岩船駅前

◆小型家電、古着･古布の拠点回収にご協力ください。
〇小型家電回収ボックス（回収対象は､携帯電話､デジタルカメラ､ゲーム機、ＡCアダプターなどの家電製品全般のうち､30㎝×15㎝の投入口に入る大きさのもの｡電池は取り外してください。）

〇古着･古布回収ボックス（古着等は､中古衣料として国内外で再利用されるほか､工業用雑巾として再生利用されますので､必ず洗濯されたものを入れてください｡【透明･半透明の袋にいれ、口をしばっていれてください】）

（回収時間は各施設、各店舗の開館･開店時間に準じます）

・回収場所：市役所本庁、各支所、生涯学習推進センター、岩船地域コミュニティセンター、上海府地域コミュニティセンター、アコス、ウオロク（村上店、村上東店）、
　　　　　　村上プラザ、YZマート

＊回収できないもの：汚れがあるもの、カーペット、靴下、布団、履物、ペット用の服など　・回収場所：市役所本庁、各支所


